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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令の

公布について（通知） 

 

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令（令和６年政

令第 51号。以下「改正政令」という。）（別添）が本日公布・施行される。 

改正政令のうち、国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令（昭和 35 年

政令第 122号）等に係る改正内容は下記のとおりであるので、その内容を御了知の上、その

実施に遺漏なきよう取り扱われたい。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

国民年金、特別障害給付金及び年金生活者支援給付金に係る市町村等の事務費に対す

る交付金（以下「事務費交付金」という。）の基準額は、人件費と物件費を算定基礎とし

て算出しており、当該人件費については、国家公務員の給与を基準として設定している。 

そのため、毎年度、人事院勧告に基づく国家公務員給与改定等に伴って人件費に変動

が生じることから、各制度における事務費交付金の基準額の見直しを行っている。今年

度も人事院勧告に基づく給与改定が行われたことから、所要の改正を行うこと。 

 

第２ 改正の内容 

（１）国民年金の事務費交付金の基準額の改定（改正政令第２条関係） 
令和５年度における国民年金に係る事務費交付金の算定の基礎となる被保険者、受給

権者及び保険料免除者一人当たり並びに福祉年金受給権者一人当たりの基準額につい

て、所要の改正を行うこと。 

（被保険者一人当たり）   973円→987円 

（受給権者一人当たり）   727円→738円 

（保険料免除者一人当たり）1,993円→2,022円 

（福祉年金受給権者一人当たり）      57円→58円 
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（２）特別障害給付金の事務費交付金の基準額の改定（改正政令第４条関係） 

令和５年度における特別障害給付金に係る事務費交付金の算定の基礎となる認定を

受けた特定障害者一人当たりの基準額について、所要の改定を行うこと。 
（特定障害者一人当たり） 2,557円→2,601円 

 

（３）年金生活者支援給付金の事務費交付金の基準単価の改定（改正政令第５条関係） 

  令和５年度における年金生活者支援給付金に係る事務費交付金の算定の基礎となる

認定の請求一件当たりの基準額について、所要の改定を行うこと。 
（認定の請求一件当たり） 2,097円→2,131円 

 

第３ 施行期日 

改正政令は、公布の日から施行し、令和５年度分として交付する事務費交付金から適

用すること。 
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